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北九州市での取組み 



【児童虐待相談対応件数の推移】

割　合 養護相談 割　合 相談件数 児童人口

Ｈ19 430 44.1% 975 7.4% 5,841 27.24 人 157,882

Ｈ20 374 41.6% 899 7.2% 5,213 23.78 人 157,243

Ｈ21 316 40.3% 785 7.1% 4,475 20.20 人 156,413

H22 308 37.7% 817 6.6% 4,683 19.81 人 155,486

H２３ 322 35.5% 906 7.0% 4,608 20.77 人 154,996

【年齢別・相談種別対応件数】

年齢区分身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト 計

０～就学
前児童

55 4 30 57 146

小学生 44 2 18 43 107

中・高生
以上

31 8 9 21 69

計 130 14 57 121 322

【相談種別件数の推移】

身体的 性的 心理的 ネグレクト 計

Ｈ１9 182 11 60 177 430

Ｈ20 164 12 41 157 374

Ｈ２１ 160 7 45 104 316

Ｈ２２ 153 8 38 109 308

Ｈ２３ 130 14 57 121 322

平成23年度　北九州市子ども総合センターの児童虐待統計

児童一万人中

人　数
年　度 件　数

養護相談中 全相談中



【経路別件数の推移】

年度
福   祉
事務所

児童
委員

児童福
祉施設

・
指定医
療機関

警察等 保健所
医療
機関

学校等 里親 家族 親戚
近隣

・
知人

児童
本人

その他 合計

H １９ 42 2 34 44 7 19 73 2 113 10 57 11 16 430

H ２０ 58 3 42 20 5 26 57 2 92 19 35 5 10 374

H ２１ 45 1 27 40 1 27 36 1 73 15 38 7 5 316

Ｈ２２ 32 1 37 38 0 18 54 1 38 3 66 3 17 308

Ｈ２３ 39 0 45 35 0 22 45 5 51 9 60 1 10 322

【主な虐待者別件数】

【対応種類別件数の推移】

年　度
助言
指導

継続
指導

他 機 関
あっせん

児   童
福祉司
指   導

児童
福祉
施設
入所

里親
委託

その他 計
一時
保護

Ｈ１9 77 274 13 5 45 5 11 430 127

Ｈ20 146 163 13 2 40 2 8 374 141

Ｈ２１ 177 94 4 3 27 9 2 316 96

Ｈ２２ 187 84 1 0 28 6 2 308 73

Ｈ２３ 200 88 3 1 19 2 9 322 65

60

実父以外の父実父 計

32229

実母

219

実母以外の母

2

その他

12



 

 
 
 
 
 

１ 設置の経緯 

児童虐待は子どもに対する最大の人権侵害であり、全国的に見れば、その対応件数

や子どもの生命を脅かすような事例が年々増加してきている。 

本市では、平成８年度から北九州市児童虐待防止事業に取り組んできた。平成１７

年度からは従来の「児童虐待防止連絡会議」を、児童福祉法により設置が位置づけら

れた「要保護児童対策地域協議会」として正式に設置し、関係機関との協力体制づく

りを進め、一層の児童虐待の予防、早期発見・早期対応に努めている。 

 

２ 協議会設置の主旨 

子どもの人権侵害である児童虐待の予防、早期発見、迅速な対応及び児童の自立、

家族への支援を図ることを目的として、関係機関がネットワークをつくり協力体制の

整備にあたる。 

 

３ 設置及び組織体制、参加機関 

（１）設置年月日 

平成１７年４月１日 

 

（２）組織体制 

平成１７年度より法定化された「要保護児童対策地域協議会」は、市レベルの「代

表者会議」、区レベルの「要保護児童対策実務者会議」、ケースごとに必要時に実施

する「個別ケース会議」で運営され、三層構造でのネットワークによる関係機関と

の協力体制を整備している。 

 

（３）参加機関 

警察、家庭裁判所、法務局、医師会、歯科医師会、薬剤師会、保育所連盟、私立

幼稚園連盟、人権擁護委員協議会、福岡県弁護士会、ふくおか・こども虐待防止セ

ンター、福岡県助産師会、児童養護施設協議会、民生委員児童委員協議会、精神保

健福祉士協会、放課後クラブ、里親会、市立八幡病院、教育委員会、消防局、保健

福祉局、子ども家庭局（保育課、子育て支援・健全育成） 

○ 代表者会議の委員数：２３人（女性委員の参画率：47.8％） 

 

４ 会議の開催状況と主な内容 

（１）代表者会議 

年２回開催。市の児童虐待に関する課題の協議や情報交換等を実施している。 

北九州市要保護児童対策地域協議会 



 

■ ２３年度代表者会議の開催実績 

年 月 日 内        容 

１回目 ２３年７月２９日 

① 要保護児童対策地域協議会委員改選 

② 平成 22年度児童虐待統計 

③ 各区実務者会議報告 

④ 事例報告 

⑤ 各所属の児童虐待に対する取り組み等情報共有 

２回目 
２４年２月１４日 

 

① 平成 23年度児童虐待統計報告 

② 平成 23年度児童虐待連続講座について 

③ 平成 23年度児童虐待対応リーダー養成研修について 

④ 北九州市の里親の状況 

⑤ 各所属の児童虐待に対する取り組み状況等情報共有 

 

■ ２４年度代表者会議の開催実績 

年 月 日 内        容 

１回目 ２４年７月２４日 

① 平成 23年度児童虐待統計 

② 各区実務者会議報告 

③ 児童虐待対応事例報告 

④ 各所属の児童虐待に対する取り組み状況等情報共有 

２回目 ２５年２月 ４日 

① 平成 24年度児童虐待統計報告 

② 平成 24年度児童虐待問題連続講座について 

③ 平成 24年度児童虐待リーダー養成研修について 

④ 事例報告 

⑤ 各所属の児童虐待に対する取り組み状況等情報共有 

 

（２）実務者会議 

年４回程度開催。困難ケース協議をはじめ必要な情報交換を実施している。 

 

（３）個別ネットワーク会議 

必要に応じ適宜開催。個別の困難ケースごとに協議、意見交換を実施している。 
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